
　

１桂
川
町
役
場
で
は
、
一
般
事
務
補
助
等
の
臨
時
職
員
、
お
よ
び
委
託
契

約
職
員
の
「
登
録
」
を
行
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
役
場
総
務

課
に
あ
る
登
録
申
込
書
に
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
登
録
す
る
こ
と
で
必
ず
採
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
平
成
23
年
度
の
１
年
間
で
す
。

【
職　

種
】
① 

一
般
職
（
一
般
事
務
、
保
健
師
、
保
育
士
等
）

② 

技
能
労
務
職
（
用
務
員
、
土
木
作
業
員
、
給
食
調
理
員
等
）

③ 

委
託
契
約
職
員
（
バ
ス
運
転
手
、
施
設
管
理
人
等
）

【
定
年
年
齢
】
原
則
と
し
て
①
は
60
歳
ま
で
、
②
は
70
歳
ま
で

③
の
バ
ス
運
転
手
は
68
歳
ま
で
、
施
設
管
理
人
等
は
75
歳
ま
で

【
登
録
受
付
期
間
】
平
成
23
年
１
月
４
日
（
火
）
～
１
月
31
日
（
月
）

【
雇
用
期
間
】
平
成
23
年
４
月
１
日
～
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
の
一
定
期
間

必
要
に
応
じ
て
書
類
選
考
・
面
接
等
で
採
用
決
定
し
、
４
月
か

ら
の
雇
用
決
定
者
に
は
３
月
中
旬
ま
で
に
通
知
し
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
方
は
、
採
用
予
定
者
と
し
て
名
簿
登
録
し
、
欠
員

が
あ
り
次
第
、
随
時
連
絡
し
ま
す
。

【
雇
用
形
態
】
原
則
と
し
て
、
８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
職
種
に
よ
っ
て
は
短
時
間
、
代
替
勤
務
あ
り

【
賃　

金
】
一
般
事
務
日
額
６
、３
６
０
円
（
委
託
職
員
に
つ
い
て
は
、委
託
契
約
額
）

※
保
健
師
、
保
育
士
等
の
有
資
格
者
は
日
額
が
異
な
り
ま
す
。

問
合
先　

総
務
課 

人
事
係　

☎
６
５
・
１
１
０
０

平
成
23
年
度

桂
川
町
役
場 

臨
時
職
員
等
就
業
希
望
者
登
録

２８
月
に
実
施
い
た
し
ま
し
た
、
第
５
次
桂
川
町
総
合
計
画
の
策
定
に
伴

う
「
ま
ち
づ
く
り
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

現
在
、
桂
川
町
で
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
、
審
議
会

等
で
検
討
協
議
を
行
い
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
「
第
５
次
桂
川
町

総
合
計
画
」
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、審
議
い
た
だ
い
た
「
第
５
次
桂
川
町
総
合
計
画
基
本
構
想
（
案
）」

に
つ
い
て
、
再
度
、
住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
率
直
な
ご
意
見
を
伺
い
、
計

画
に
生
か
す
こ
と
で
、
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の

計
画
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
現
時
点
に
お
け
る
基
本
構

想
（
案
）
に
つ
い
て
、
町
民
の
皆
様
か
ら
ご
意
見
を
広
く
募
集
し
ま
す
。

　

基
本
構
想
（
案
）
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
桂
川
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

及
び
企
画
財
政
課
窓
口
に
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
積
極
的
な
ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】
１
月
11
日
～
１
月
21
日

【
募
集
方
法
】
メ
ー
ル
、
書
面
で
受
付
い
た
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

左
記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

〒
８
２
０
・
０
６
９
６  

桂
川
町
大
字
土
居
四
二
四
ー
一

桂
川
町
役
場 
企
画
財
政
課 

企
画
調
整
係　

☎
６
５
・
１
０
８
５

住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

第
５
次
桂
川
町
総
合
計
画
基
本
構
想（
案
）
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表
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政
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ス


